
 

 

 

 

 

 

 

 

応急給水マニュアル  

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 7 月  

稲　城　市  

 



目－1

　  

 

◯　応急給水対策の概要　　　　　・・・　Ｐ１  

１　災害時給水ステーション　　　・・・　Ｐ５  

⑴　災害時給水ステーション一覧・・・　Ｐ５  

⑵　簡易水質検査　　　　　　　・・・　Ｐ６  

⑶  向陽台給水所   　　　　 　・・・　Ｐ８  

⑷　坂浜配水所　　　　　　　　・・・　Ｐ13 

⑸　若葉台給水所　　　　　　　・・・　Ｐ18 

⑹  仮設給水栓を使用した応急給水・・・　Ｐ25 

２  避難所応急給水栓　　　　　　・・・　Ｐ28 

３　消火栓等からの応急給水　　　・・・　Ｐ67 

４  災害時生活用水井戸　　　　　・・・　Ｐ88 

５  給水車を活用した応急給水活動・・・　Ｐ108 

⑴ 応急給水活動　 　　　　　　・・・　Ｐ108 

⑵ 応急給水活動搬送ルート     ・・・　Ｐ109 

⑶ 応急給水活動時間管理　　　 ・・・　Ｐ110 

⑷ 給水車取扱時の注意事項　　 ・・・　Ｐ111 

６  備蓄飲料水                　・・・　Ｐ112 

７  各種協定　　　　　　　　　　・・・　Ｐ112 

　⑴ 協定による物資の供給体制　 ・・・  Ｐ112 

　⑵ 協定締結内容　　　　　　　 ・・・　Ｐ113 

８　市防災倉庫給水関係資器材等　・・・　Ｐ114

目　　次



- 1 - 

◯　応急給水対策の概要 

１　飲料水及び生活用水の確保等 

⑴　飲料水の確保 

 

　　①　災害時給水ステーション（給水拠点）３か所 

②　避難所応急給水栓からの応急給水　　37 か所 

③　消火栓等からの応急給水　　　　　　19 か所 

④　ペットボトルによる備蓄　　　　　　20,000ℓ 

 

※東京都から応急給水用資器材の譲渡を受け多様な応急給水を行う。 

※災害時給水ステーション（給水拠点） 

　　　　災害時の断水に備え、飲料水を確保している配水所、給水所等及び応急給

水槽をいう。居住場所から概ね半径２㎞程度の距離内に１か所ある災害時

給水ステーション（給水拠点）には、応急給水用資器材を配備している。 

 

⑵　生活用水の確保 

 

　　①　災害時生活用水井戸※１　　　　　　　19 か所 

　　　②　災害対策用井戸※２　　　　　　　　　44 か所 

　　　③　学校のプール　　　　　　　　　　　18 か所 

 

※１　市民が洗面、洗濯及びトイレ洗浄等として活用するため、小中学校等の避難

所 19 か所には、災害時生活用水井戸を整備している。 

※２　市内に現存する民間所有の井戸 44 か所を災害対策用の井戸として指定して

いる。震災等で水道施設が被害を受けた場合に市民に対して生活用水として供

給する。 

 

　⑶　給水車 

　　　積載量　　2000ℓ 

 

２　飲料水の供給 

⑴　対策内容 

　①　災害時給水ステーション（給水拠点）での応急給水 

②　避難所応急給水栓による応急給水 

③　消火栓等からの応急給水用資器材による応急給水 

④　災害時給水ステーション（給水拠点）等での水の受給が困難な場合は、給

水車による応急給水 

　⑤　備蓄ペットボトルによる応急給水 
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⑵　業務手順 

図　応急給水業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶　震災時の応急給水の方法 

　ア　災害時給水ステーション（給水拠点）での給水 

①　迅速に給水状況や住民の避難状況など必要な状況を把握する。 

②　災害時給水ステーション（給水拠点）には、東京都水道局が応急給水

に必要な資器材等を整備している。参集した東京都水道局職員または市

職員のうち早期に現着したほうが災害時給水ステーション（給水拠点）

を開設し、市職員が受給を行う。 

③　東京都水道局の「指定従事者制度」に登録をすることで自主防災組織

等が災害時給水ステーション（給水拠点）を開設することは可能だが、

自主防災組織等は応急給水栓を担当するため、原則、当該制度は使用し

ない。 

 

　　イ　避難所応急給水栓による給水 

　　　避難所応急給水栓が設置されている指定避難所では、自主防災組織等

が応急給水用資器材を接続して応急給水を行う。 

 

　　ウ　消火栓等からの応急給水用資器材による給水 

①　断水地域の状況、水道施設の復旧状況等に応じて、特に必要がある場

合に、消火栓等に応急給水用資器材を接続して応急給水を行う。 

②　消火栓等を活用した応急給水については、応急給水用資器材を東京都

水道局が市に貸与している。発災時、市が通水状況を東京都水道局に確

認した後、自主防災組織等が応急給水用資器材を接続して応急給水を行

う。 

 

 

応急給水を実施

発　災

応急給水の実施に係る計画を定め、給水体制を確立

応急給水に必要な人員を給水拠点に配置

応急給水に必要な資器材等を設置
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エ　災害時給水ステーション（給水拠点）等での水の受給が困難な場合の給

水車による給水 

　受給が困難な場合には、市は給水車による応急給水を東京都と協力し

行う。給水車の要請が多数の場合は、原則、「病院及び福祉施設」「水

を供給できない給水拠点」「避難所」の対応順位で、応急給水を行う。 

 

オ　その他 

①　医療施設及び障害児（者）施設等の福祉施設について、緊急要請があ

った場合は、車両輸送により応急給水を行う。 

②　飲料水を車両輸送する必要がある避難場所においては、東京都が市に

より設置された仮設水槽まで飲料水を輸送・補給し、市が住民等への応

急給水を行う。 

 

３　飲料水の給水基準 

①　震災時における飲料水の給水基準は、応急給水場所には市民が持参したポ

リタンク等に、１日１人あたり３ℓとする。 

 

４　水の安全確保 

　　遊離残留塩素測定キットで塩素濃度を確認する。 

 

図　水の安全確保に係る市の業務 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○ 市は東京都が編成する「環境衛生指導班」の協力を得て、飲料水の消毒

や消毒効果の確認などの指導を行う。 

発災

応急給水の実施

活動人員・検査薬・消毒薬・移動手段等の確保

給水設備の点検・残留塩素濃度の確認

消毒されているか確認

消毒薬の配布・消毒指導

ライフライン復旧
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○ 環境衛生指導班が、飲用しようとする水が塩素剤等で消毒されているか、

確認を行う。それ以後は、住民が自主的に消毒を行えるように環境衛生

指導班が住民に消毒薬を配布し、消毒方法及び消毒の確認方法を指導す

る。
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１　災害時給水ステーション（給水拠点） 

⑴　災害時給水ステーション（給水拠点）一覧 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 計 5,670 ㎥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 施設名 所在地 配水池の容量 確保水量

 １ 向陽台給水所 向陽台６－16 6,000 ㎥ 2,000 ㎥

 ２ 坂浜配水所 坂浜３－13－12 4,530 ㎥ 1,510 ㎥

 ３ 若葉台給水所 若葉台１－19 6,500 ㎥ 2,160 ㎥
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⑵　簡易水質検査 

 

ア　蛇口での排水作業 

　　応急給水拠点では、平常時は水道を使用していないため、水道管内に停滞

している水を排出することが必要です。 

　　全ての蛇口を全開にして、２～３分排水作業を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ　目視による確認 

　　蛇口からの水をバケツに採水し、濁りや異物の混入がないか目視により確

認してください。 
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ウ　残留塩素濃度の測定 

 

① 　簡易水質検査キットを用意して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留塩素濃度の測定 

　シンプルパックのポンプ部を指で押さえ、スポイトの要領でバケツの水を吸

入してください。シンプルパックをよく振って試薬と混ぜ、10 秒後に標準カラ

ーチャートの色と比較し、残留塩素濃度を判定します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●標準カラーチャートの色と

比較する。 

 水質基準：0.1mg/ℓ以上であ

れば飲料可能                   

                                              ※0.1mg/ℓ未満の水は絶対

に飲まないでください。 

 ※長時間放置すると残留塩

素濃度が低くても発色す

るので注意 

 ●規定の残留塩素濃度では

ない場合はさらに排水作

業を行った後、再度測定

する。 

簡易水質検査キットの箱 箱の中にシンプルパッ

クが入っている 

シンプルパック 

 
ノブの先を手でねじ切る 
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⑶　向陽台給水所 

 

 

 

 

向陽台給水所

向陽台給水所
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向陽台給水所出入口

出入口に設置してあるナンバー式南京錠をあけます。

※南京錠の解錠番号は、防犯上の理由で公開して

おりません。 

市総務部、消防本部のほか、坂浜、向陽台、若葉

台自主防災組織本部長へ伝達しています。



- 10 -

 

 

 

 

 

 

扉を開放し出入口から中へ入ります。

常設給水栓（３口）が設置してあります。
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倉庫の鍵は、出入口脇のナンバー式キーボックス内に入っ

ています。

倉庫の鍵は、出入口脇のナンバー式キーボックス内に入っ

ています。
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※資器材の設定は仮設給水栓の設定要領を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倉庫内には、残留塩素キットや組立式給水栓等が入っています。
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⑷　坂浜配水所 

 

 

 

 

坂浜配水所

坂浜配水所
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坂浜配水所出入口

出入口に設置してあるナン

バー式南京錠をあけます。

※南京錠の解錠番号は、防犯上の理由で公開して

おりません。 

市総務部、消防本部のほか、坂浜、向陽台、若葉

台自主防災組織本部長へ伝達しています。
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扉を開放し出入口から中へ

入ります。

常設給水栓（右側は地下水の浄水）

常設給水栓（左側は東京都水道水）

蛇口を回すと水が出

ます。全開にして概

ね２～３分は水を出

してください。その

後、倉庫内に備え付

けのコップで残留塩

素を確認してくださ

い。残留塩素キット

は倉庫内にありま

す。



- 16 -

 

 

 

 

※資器材の設定は仮設給水栓の設定要領を参照してください。 

倉庫の鍵は、倉庫脇のナンバー式キーボックス内に入っ

ています。

倉庫の鍵は、倉庫脇のナンバー式キーボックス内に入っ

ています。
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給水車等への給水バルブが坂浜配水所入口の壁面に設置してありま

す。（向かって左側が東京都水道水、右側が地下水の浄水です。）

バルブにホースを差込

み、給水車等へ充水して

ください。
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⑸　若葉台給水所 

 

 

 

若葉台給水所

若葉台給水所

若葉台給水所案内図
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若葉台給水所応急給水拠点案内図
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若葉台給水所 
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応急給水エリアへの入場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ナンバー式南京錠を開ける。 

解錠後は紛失しないようにすぐ

に施錠して下さい。

暗証番号を合わせると鍵

が開錠し、門が開くように

なります。

※南京錠の解錠番号は、防犯上の理由で公開してお

りません。 

市総務部、消防本部のほか、坂浜、向陽台、若葉台

自主防災組織本部長へ伝達しています。
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資器材の準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーボックス内に倉庫を開ける

鍵が入っています。 

※暗証番号を合わせれば解錠す

るようになっている。

それぞれの倉庫に対して、鍵が

あります。






